
建築物省エネ法の誘導措置に係る手数料
(新発田市建築関係手数料条例第8条関係）

〔表　省エネ新法の誘導措置に係る手数料〕 単位（円）

手数料の額

一戸建ての住宅
～ 200㎡未満 5,800 5,800 2,900           

200㎡ ～ 5,800 5,800 2,900           

～ 200㎡未満 32,200 32,200 16,100         

200㎡ ～ 35,800 35,800 17,900         

～ 200㎡未満 5,800

200㎡ ～ 5,800

～ 200㎡未満 17,200

200㎡ ～ 18,400

共同住宅、長屋等

～ 300㎡未満 10,000 10,000 5,000           

300㎡ ～ 2,000㎡未満 22,400 22,400 11,200         

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 44,600 44,600 22,300         

5,000㎡ ～ 76,400 76,400 38,200         

～ 300㎡未満 63,400 63,400 31,700         

300㎡ ～ 2,000㎡未満 107,600 107,600 53,800         

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 180,200 180,200 90,100         

5,000㎡ ～ 256,500 256,500 128,300        

～ 300㎡未満 10,000

300㎡ ～ 2,000㎡未満 22,400

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 44,600

5,000㎡ ～ 76,400

～ 300㎡未満 31,000

300㎡ ～ 2,000㎡未満 55,400

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 96,800

5,000㎡ ～ 144,200

～ 300㎡未満 10,000 10,000 5,000           

300㎡ ～ 1,000㎡未満 19,000 19,000 9,500           

1,000㎡ ～ 2,000㎡未満 28,400 28,400 14,200         

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 76,400 76,400 38,200         

5,000㎡ ～
10,000㎡未

満
118,400 118,400 59,200         

10,000㎡ ～
25,000㎡未

満
148,400 148,400 74,200         

25,000㎡ ～ 184,400 184,400 92,200         

～ 300㎡未満 205,700 205,700 102,900        

300㎡ ～ 1,000㎡未満 256,900 256,900 128,500        

1,000㎡ ～ 2,000㎡未満 334,500 334,500 167,300        

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 475,600 475,600 237,800        

5,000㎡ ～
10,000㎡未

満
584,900 584,900 292,500        

10,000㎡ ～
25,000㎡未

満
690,500 690,500 345,300        

25,000㎡ ～ 787,200 787,200 393,600        

～ 300㎡未満 10,000 10,000 5,000           

300㎡ ～ 1,000㎡未満 19,000 19,000 9,500           

1,000㎡ ～ 2,000㎡未満 28,400 28,400 14,200         

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 76,400 76,400 38,200         

5,000㎡ ～
10,000㎡未

満
118,400 118,400 59,200         

10,000㎡ ～
25,000㎡未

満
148,400 148,400 74,200         

25,000㎡ ～ 184,400 184,400 92,200         

～ 300㎡未満 79,600 79,600 39,800         

300㎡ ～ 1,000㎡未満 102,500 102,500 51,300         

1,000㎡ ～ 2,000㎡未満 135,200 135,200 67,600         

2,000㎡ ～ 5,000㎡未満 216,300 216,300 108,200        

5,000㎡ ～
10,000㎡未

満
281,100 281,100 140,600        

10,000㎡ ～
25,000㎡未

満
336,900 336,900 168,500        

25,000㎡ ～ 394,600 394,600 197,300        

技術審査（適合証）

手数料条例
第8条

■複合建築物の場合

　　（イ）の区分に応じ該当する額に(ウ）の区分に応じ該当する額を加えた額

　　（イ）の区分に応じ該当する額に(ウ）の区分に応じ該当する額を加えた額

■確認申請と同時受付の場合

※第8条（59）号（エ）：非住宅部分及び住宅部分を有する建築物（=複合建築物）の場合

※第8条（62）号（エ）：非住宅部分及び住宅部分を有する建築物（=複合建築物）の変更の場合

手数料条例
第8条
(変更）

建築物省エネ法
第34条

（誘導基準認定）

建築物省エネ法
第41条

（表示制度）
変更

令和3年4月1日～

※第8条（60）号：建築物省エネ法第34条（誘導基準認定）に限る

　　(59)の区分に応じ該当する額 + 新発田市建築関係手数料条例第2条に規定する額

※第8条（62）号：建築物省エネ法第36条（誘導基準認定）の変更　に限る

　　(61)の区分に応じ該当する額 + 新発田市建築関係手数料条例第2条に規定する額

手数料の額

なし

あり

なし

あり

なし

(59)ｱ

(59)ｲ

なし

住
　
　
宅

適　用　区　分
評価方法

あり

なし

あり

あり

なし

モデル建物法

標準入力法等

標準計算住戸評価

簡易計算モデル住宅法
又は

仕様基準

標準計算住戸評価
又は

標準計算住棟評価

簡易計算フロア入力法
又は

仕様基準

(61)ｱ

(61)ｲ

あり

非
　
住
　
宅

(59)ｳ (61)ｳ


